
公的な福祉サービス地域の共助自助

『新しい地域福祉』の概念

活動の拠点

(集会所、空き店
舗等)

自発的な福祉
活動による
「生活課題」
への対応

※生活課題は従来
の「福祉」より広
い(防災･防犯･教育

文化･まちづくり
等)

福祉課題に対す
る制度サービス
による専門的な

対応

行政、事業者、専門家

専門サービス
の橋渡し

早期発見

制度におけ
る事業者に
もなりうる

（活動）
○身近な相談･見守り･声かけ
○簡易なボランティア活動
○グループ援助活動

住民主体

コーディ
ネーター

（担い手）
住民相互
ボランティア
ＮＰＯ
自治会・町内会
ＰＴＡ・子ども会
老人クラブ など

報告書（案）Ｐ１２関連

資 料 ３



○早期発見
○住民の支え合いによる支援
・制度にしばられない
・生活課題に即応
・住民の自発性に依拠

○困難ケースを専門家につなぐ

地域における共助と市町村の役割

市 町 村

運営・マネジメント

○制度の枠

○専門的なサービス

○税及び保険料財源

制度外の
ニーズ

制度の谷
間にある
者への対
応

地域で生
活してい
る人にし
か見えな
いニーズ

社会的排除
複合的な
ニーズ

地域の生活課題

（様々な問題を抱える地域住民）

幅広いニーズ

（防災･防犯、教育、文化、まちづくりなど）

地域の共助

（圏域の設定、地域福祉計画、基盤整備など）

公的な福祉サービス

（フォーマルサービス）

コーディネーター

報告書（案）
Ｐ８・１３・１７・２３関連



ボランティア
６７２人

老人クラブ会員
７３１人

自治会・町内会
１６～１７団体

１７１万円（１自治会・町内会あたり１１万円）共同募金収入

１７１万円（１自治会・町内会あたり１１万円）社協会費・寄付金収入

交番
１．２３ヶ所

コンビニ
１．６６ヶ所

住民組織

民生委員・児童委員
２１人

ＮＰＯ法人
２．６団体

保健師
３．６人

公民館
１．５６ヶ所

ふれあい・いきいき
サロン

３．５９ヶ所

空き店舗 空き家

拠 点

空き教室

地域（１中学校区）の状況 全国の中学校数：１０，９９２校

障 害

８，１３９万円

（自立支援給付者
一人あたり １７３万円）

２億３，８５８万円

（一被保護世帯あたり
２４３万円）

（被保護者一人あたり
１７３万円）

生活保護

２９億４，７５９万円
（住民一人あたり２５万円）

診療所
８．８６ヶ所

病院
０．８２ヶ所

医 療児 童介 護

６億５２２万円
（要介護認定者一人あたり１５４万円）

老人保健
施設

０．３０ヶ所

介護療養型
医療施設
０．３１ヶ所

特別養護
老人ホーム
０．５２ヶ所

訪問介護
１．８８ヶ所

通所介護
１．６１ヶ所

通所リハビリ
テーション
０．５５ヶ所

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
７．１２人

ヘルパー
１２．４７人

地域包括
支援センター

0.35ヶ所

在宅介護
支援センター

0.44ヶ所

外国人

登録者数

１４２人

高齢者（６５歳以上）
２，３３６人

一人暮らし老人 ３５１人
老老世帯 ４７８世帯

人口 １１，６２３人

保育所児数
１９６人

１５歳未満 1,594人
不登校児 １１人

非行青少年 １２４人

児童虐待

相談件数

３．４０件

母子家庭

６８世帯

父子家庭

８世帯

被保護世帯数
９８世帯
（１３８人）

要介護認定者

３９４人

身体障害者 ４３５人
知的障害者 ６６人
精神障害者 ２３５人

自立支援給付者数

４７人

郵便局
２．２ヶ所

ＰＴＡ

ＤＶ

相談件数

５．３２件

１億１，９２２万円

（保育所児一人あたり６１万円）

主任児童委員
１．９人

保育所
２．０８ヶ所

児 童

（注）１中学校区あたりの対象別費用及び一人（世帯）あたり平均の額については、一定の考え方による推計値である。



地 域 住 民

自治会・町内会
ボランティア ＮＰＯ

共

同

募

金

地 区（小圏域）

配 分

『 新 し い 地 域 福 祉 』 の 仕 組 み に つ い て

活動の拠点

（集会所、空き店舗等の活用）

コーディネーターの配置

（市町村が整備）

自発的な福祉活動（インフォーマル）

・身近な相談・見守り・声かけ

・簡易なボランティア活動

・グループ援助活動

寄

付

報告書（案）Ｐ２１関連



地域における個別の支援と地域の福祉活動の運営のためのネットワーク

・ 地域の生活課題の発見

・ 課題への対応の協議

・ 活動の計画・実行

・ 活動拠点の管理

・ 情報の共有

・ 役割分担

・ 新しいサービスの開発

・ 活動の評価

行政

＜要支援者ごとの支援会議＞

住民

専門家

NPO
・ボランティア

民生委員
事業者

教育・文化

スポーツ

防犯
・防災

＜地域の福祉ネットワーク＞

生活課題に対応

○ 隣人・友人
○ ボランティア
○ 福祉委員
○ 民生委員
○ NPO など

事業者

地域の要支援者を支える

担い手

専門家

担い手
担い手

コーディネーター

要支援者

報告書（案）
Ｐ１３・１５・２１関連

社会福
祉協議会



自治会・町内会の範囲
＊自治会・町内会の防犯・防災活動、民生委員活動、
ふれあいいきいきサロン等の日常的支援の実施

住民自治活動（公民館等）の拠点施設がある範囲
＊住民の地域福祉活動に関する情報交換・
連携・専門家による支援・活動計画の作成
や参加

総合相談窓口や福祉施設がある範囲
＊公的な相談と支援をブランチで実施

市町村全域を対象とした総合的な施策の企画・調整をする範囲
＊市町村全域を対象とした公的機関の相談・支援

５層：市町村全域

４層：市町村の地域事務所の圏域

３層：学区・校区の圏域

２層：自治会・町内会の圏域

１層：自治会・町内会の組・班の圏域

要支援者の発見、見守り、災害時支援の基礎的な範囲
＊見守りネットワーク活動などの実施

県の機関・広域の利用施設・市町村間で共用するサービス等

県域・広域

重層的な圏域設定のイメージ

地域包括支援センター
障害者相談支援事業所
福祉事務所
社会福祉協議会 など

地域包括支援センター
のブランチ など

児童相談所 など

地域福祉推進の地区レ
ベルのプラットホーム
（住民自治協議会福祉部
地区社会福祉協議会
など）

（ある自治体を参考に作成したものであり、地域により多様な設定がありうる）

報告書（案）Ｐ２０関連


